
どなたでもご利用可能です
介護保険適用の場合は

別途料金表をご覧ください。
介護認定があっても以下の方は
本料金表の対象となります。

※料金算出の根拠について
● 上記金額は、介護保険サービス（総合事業 通所型サービスA）の報酬額（10割分）に消費税10%を加算した金額を基準としています。
● 支払いの利便性を考慮し、計算結果の端数を調整（18,075円→18,000円等）して設定しています。
● 介護保険制度の改定に伴い、料金を見直す場合があります。

※原則、月額固定料金となり、回数単価でのご利用はできません。


